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■３つのR（アール）を実践してごみを
　減らしましょう

３Rは、①Reduce（リデュース；発生抑制）、②Reuse（リユース；再利用）、
③Recycle（リサイクル；再生利用）の３つの頭文字をとったもので、
循環型社会構築に関するキーワードです。

■守ってください！ごみ出しルール
資源物・燃えるごみは①決められた日 ②決められた時間
③決められた集積所に出してください。

①「出せる日」は、地域ごとの「ごみ収集カレンダー」で確認してください。
②「排出時間」は、
　八代・坂本・泉 地域は　6：3０～8：30
　千丁・鏡・東陽 地域は　6：３０～8：00
③「集積所」については、循環社会推進課または各支所へお尋ねください。
　（お住まいごとに決められた集積所以外にごみを出すのはルール違反です。）

皆さんが清潔で気持ちよく利用できるよう、集積所のルールと
マナーを守って正しく出しましょう。
1.違反ごみを出すと、ごみ袋に違反シールが貼られます。
2.市職員で開封・調査し、違反ごみの排出者を確認します。
3.排出者を確認後、指導文書を送付します。
4.さらに改善が見られない場合は、氏名の公表や過料が科されます。
※集積所は、町内会などが設置し、維持管理（清掃など）されています。
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家電リサイクル対象品

家具類

照明機器、掃除機、
扇風機、石油ストーブ

など

エアコン（室外機含む）
テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機

テーブル、椅子、タンス、
ベッド、食器棚など

布団・じゅうたん類
敷布団・掛布団、毛布、
こたつ布団、マット類など

カーテン

自転車

分別区分 出し方と注意点

ひもで十字に縛ってから出してください。
ガムテープを使って縛らないでください。他の紙類も同様です。

買い替えの場合：新しく購入した家電販売店に引き取りを依頼。
処分するだけの場合：郵便局で家電リサイクル料金を支払い、
家電リサイクル券と一緒に指定引取場所の
久留米運送㈱八代店（八代市敷川内町２６６６-１（八代南IC付近）、
℡33-1361）まで持ち込んでください。
＜家電リサイクルに関する問い合わせ＞
家電リサイクル券コールセンター：0120-319-640（フリーダイヤル）

＜数量制限：１日５個まで＞
取り外せる鏡やガラス、ベッドのマットレスなどは
取り外してから持ち込んでください。

＜数量制限：１日５枚まで（５０㎝四方以下に裁断されたものは除く）＞
燃えるごみや資源の日には出せません。
また、磁気がついているものについては、持ち込みができません。

３０㎝四方以下の広さに切って、燃えるごみに出してください。
ただし、切ることが困難な場合はエコエイトやつしろに直接持ち
込みとなります。

防犯登録があるものは最寄りの警察署などで抹消手続きをして
ください。サドルやカゴなどに「廃棄」などと紙やマジックで目印を
付けて出してください。廃棄表示がないものは収集しません。
（注意）電動アシスト自転車は、バッテリーを取り外して出してくだ
さい。取り外したバッテリーは、電極端子をビニールテープで絶縁し、
資源の日「小型充電式電池」へ出してください。

引っ越しの際に出た資源物は分別して「資源の日」に出すか、エコエイトやつしろ
（八代市環境センター）に直接持ち込むか、または「八代市一般廃棄物処理業許
可業者」を利用するなど各自で処分してください。

引っ越しごみや、家庭から出るごみを収集・運搬・処分するためには、
八代市から許可を受けた「一般廃棄物処理業許可業者」でなければ
行うことができません。「許可業者」は、「従業員証」を携行しています。

家庭の引っ越しごみの処分について

家庭ごみを「無許可」の業者には出さないでください！
許可業者は
こちらから➡

ごみ・資源の
分別アプリ
「さんあ～る」
はこちらから

詳しい処分方法
はこちら

◆Reduce　“ごみの量を減らす”
・必要なものだけ買う
・買い物にはマイバッグを持参する
・食べきれる量の料理を作る
・外食時に食べ残しをしない

◆Reuｓe　“繰り返し使う”
・使えるものは繰り返し使う
・詰め替え用の製品を選ぶ
・いらなくなったものを譲り合う
・修理をしながら大事に使う

◆Reｃｙｃle　“資源として再利用する”
・ごみを正しく分別する
・ごみを再生利用して作られた製品を利用する

循環社会推進課（エコエイトやつしろ内） ☎34-1997・32-4675◇問合せ先…

1.違反ごみの回収
⬇

2.違反ごみの調査
⬇

3.違反ごみを確認
（空き缶多数あり）
指導文書の送付
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長さが３０㎝以内の家電製品は「小型電気製品類」、
長さが３０㎝から６０㎝のものは「中型ごみ」に出してください。
家電製品から取り外した蛍光管や電球、乾電池は同じ資源の日の

「有害危険物」に出してください。
取り外し可能な小型充電式電池（リチウムイオン
電池など）は、電極端子部をビニールテープで絶
縁し「有害危険物（小型充電式電池）」へ出してく
ださい。JBRCリサイクル協力店（家電販売店など）
の回収ボックスを利用することもできます。

〈違反ごみを出すと〉
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